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『“一番星”運送業システム Ver.8 Rev.10』 のご案内 

2025 年 11 月吉日 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、システムギアパッケージシリーズをご愛用いただき厚く

御礼申し上げます。 

 お客様より頂いたご意見を基に、機能追加および問題点の修正を加えました“一番星”運送業システム Ver.8 Rev.10 を 

ご提供いたします。 

 

お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、P.22「DVD/CD アップデート手順」、または P.24「Web アップデート手順」に 

従って、アップデート処理を実行してください。 

本内容にご不明な点がございましたら、当社（052-205-8851）までご連絡をお願い致します。 

敬具 

 

 

 

 

 

今回の『“一番星”運送業システム Ver.8 Rev.10』では、以下の 12 点について対応しました。 

1． 実運送体制管理簿を出力する機能を実装しました。 

2． [得意先マスタ]に、得意先の期末締切日を入力する項目を追加しました。 

3． 請求内容を確定する機能を実装しました。 

4． メニューから「インボイス制度適用手引書」と「帳票編集インボイス項目追加処理」を削除しました。 

5． [売上複次集計表]で、金額が発生しない部門に消費税調整額のみが出力される現象が 

ありましたので、この点を改善しました。 

6． [回収支払予定集計表]で、同月に複数の入金予定日がある場合、入金実績が初回の 

予定日に集約される現象がありましたので、この点を改善しました。 

7． [社員(給与)マスタ]の「F5:扶養親族」で、「特定親族特別控除」に対応しました。 

8． [給与勤怠データ入力]等で、扶養親族の区分を変更する確認メッセージを追加しました。 

9． [社員(給与)マスタ]に、eLTAX（地方税ポータルシステム）との連携に伴う機能を追加しました。 

10. 令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について対応しました。 

11. 「給与支払報告書」および「源泉徴収票」の電子申告に対応しました。 

12. 最新の郵便番号データに更新します。 

注意 
アップデートは、Windows の管理者権限を持つユーザーアカウントで 
行ってください。 
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1． 実運送体制管理簿を出力する機能を実装しました 

令和７年４月１日から施行されている「実運送体制管理簿」を出力できるようにしました。 

この制度は、改正された「貨物自動車運送事業法」に基づき、多重下請構造の可視化を図るため、元請事業者様に 

対して、実際に運送を行う事業者の情報(名称、運送区間、請負階層など)を記録・管理する義務を課すものです。 

※実運送体制管理簿は、運送を完了した日から 1 年間保存しなければなりません。 

 

■新規メニュー 

   実運送体制管理簿 
 

■対応メニュー 

 

 

 

 

〇実運送体制管理簿 

＜作成条件＞ 

・1 荷主の 1 運送依頼あたりの重量が 1.5 トン以上の場合、作成します。 

・実運送する際の重量ではなく、真荷主から運送を引き受ける際の貨物の重量で判断します。 

・下請構造が固定化している場合は、運送ごとに作成する必要がありません。 

・引き受けた貨物をすべて自社で実運送する場合は、作成する必要がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新規メニュー[実運送体制管理簿]の詳しい操作説明は、 

「“一番星”運送業システム Ver.8 運用手引書(運輸編)」 

P.373 をご覧ください。 

 

 

 

 

汎用データ取込 受注入力 運転日報リスト 

傭車日報リスト 全車日報リスト  
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※提供レイアウト(帳票№01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜変更内容＞ 

○汎用データ取込 

   〔実運送階層〕を取り込むことができるようになりました。 
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○受注入力 

   請負階層を入力する項目〔実運送〕と複数社配送の場合に、詳細を入力する画面を追加しました。 

   ※明細一覧に〔実運送〕の項目が表示されない場合は、「列幅の調整」機能をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運転日報リスト、傭車日報リスト、全車日報リスト 

  各メニューの「F9:帳票編集」の「項目一覧」に、印字項目「実運送階層区分」「実運送階層」を追加しました。 
  帳票編集で、編集してご利用ください。 

        ※帳票レイアウトの提供はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下図は、全車日報リストの帳票編集の「項目一覧」です。 

※〔実運送〕で「9：複数社」を選択した場合のみ、上図の画面が表示され、 
複数の運送会社を入力できるようになります。 
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2． [得意先マスタ]で、得意先の期末締切日を入力する項目を追加しました 

メインメニューの[F8:マスタ管理]－[得意先マスタ]で、得意先の期末締切日を最大２回まで入力できるようにしました。 

     請求締切日と決算日が 20 日と 31 日のように異なる時、〔期末締切日〕に決算日を登録しておくことで、円滑に 

請求締切日の翌日から決算日の請求明細書を出力できます。 
       

※初期提供時、〔期末締切日〕は空欄となっております。ご利用の予定がない場合は、空欄のままで問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※〔期末締切日〕を入力する場合は、必ず〔適用年月日〕を入力してください。 

   例）得意先の請求締日が 20 日締の場合 

適用年月日 「2025/12/21」 

        期末締切日 「03/31」 「09/30」 

 

※下記のメニューで、得意先の期末締切日を反映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汎用データ取込 受注入力 運転(傭車)日報入力 

入金入力 一括入金処理 一括支払処理 

定期便展開処理 受領書管理処理 運賃お伺い書（Ⅰ） 

運賃お伺い書（Ⅱ） 未確定運賃一覧表 運賃変更処理 

請求消費税一括調整処理 請求一覧表 月間請求一覧表 

請求明細書（30001） 請求明細書（Ⅰ） 請求明細書（Ⅱ） 

請求明細画面参照 傭車先支払明細書（Ⅰ） 傭車先支払明細書（Ⅱ） 

傭車先支払明細画面参照 未払先支払明細書 未払先支払明細画面参照 

回収支払予定集計表 月別残高表 売上複次集計表 

得意先残高設定 運送データ再計算処理 消費税再計算処理 
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3． 請求内容を確定する機能を実装しました 

請求内容が変更できないよう入力等をロックする「確定」機能を実装しました。 

得意先の締日単位や指定された日付に応じて、請求明細の追加、変更、削除、再計算等を制限する、または制限を 

解除することができます。 

 

     ■新規メニュー 

        請求締確定処理、請求締解除処理 
 

■対応メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新規メニュー[請求締確定処理] 、[請求締解除処理]の詳しい操作説明は、 

「“一番星”運送業システム Ver.8 運用手引書(運輸編)」 

P.447、P.507 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

汎用データ取込 受注入力 運転(傭車)日報入力 

入金入力 一括入金処理 定期便展開処理 

運賃変更処理 請求消費税一括調整処理 請求一覧表 

月間請求一覧表 請求明細書（30001） 請求明細書（Ⅰ） 

請求明細書（Ⅱ） 消費税再計算処理 得意先マスタ 
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○請求締確定処理 

  請求明細書を発行した後に本処理を実行することで、請求データが確定され、変更できなくなります。 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○請求締解除処理 

  [請求締確定処理]で請求データを確定後、修正が必要となった場合は、本処理で確定状態を解除することができます。 
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＜変更内容＞ 

 〇得意先マスタ 

新規追加した〔期末締日〕を入力することで、期末締日でも請求データを確定できるようになります。 
 

○汎用データ取込 

  取込データに、〔請求締確定処理〕で確定した日付以前の売上日の明細が 1 明細でも存在する場合、処理を 

中止します。 

  また、取込履歴単位で、取込済み明細の中に締確定日以前の売上日の明細が１明細でも存在する場合、 

「取込履歴」右端の「削除」ボタンが押せなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇受注入力、運転(傭車)日報入力、運賃変更処理 

  〔請求締確定処理〕で確定した日付以前の売上日の明細は、変更、追加、削除ができなくなります。 

ただし、勤怠、経費、傭車先など、請求データ以外は入力することができます。 
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〇入金入力 

〔請求締確定処理〕で確定した日付以前の入金日の明細は、参照のみとなります。 

 

〇一括入金処理 

〔入金日〕に〔請求締確定処理〕で確定した日付以前を入力した場合、入金予定がある得意先のうち、 

請求締確定済みの得意先は〔今回入金額〕が 0 円と表示され、入力ができなくなります。 

 

○定期便展開処理 

〔請求締確定処理〕で確定した日付以前の売上日の明細は、展開及び、削除ができなくなります。 

 

○請求消費税一括調整処理、請求明細書（30001）、請求明細書（Ⅰ）、請求明細書（Ⅱ） 

消費税再計算処理 
 

〔請求締確定処理〕で、確定した日付以前の売上日の明細は、請求消費税一括調整計算や再計算を 

行いません。 

 

○請求一覧表、月間請求一覧表 

〔請求締確定処理〕で確定した最新の日付を出力する印字項目「締確定日」を追加しました。 

※帳票レイアウトの提供はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4． メニューから「インボイス制度適用手引書」と「帳票編集インボイス項目追加処理」 

を削除しました 

インボイス制度の実施（2023 年 10 月）から２年が経過し、お客様がご利用中の請求明細書などの帳票には、既に 

必要な項目が含まれていると考えられることから、メニュー画面左上の「ﾏﾆｭｱﾙ(M)」内の「●インボイス制度適用手引書」と 

メインメニューの[F2:締日業務]－[帳票編集インボイス項目追加処理]は不要と判断し、このたび削除いたしました。 

なお、今後新しい帳票を作成される際は、既存の帳票を雛形として編集してください。 

 

 

※下図は、請求一覧表の帳票編集の「項目一覧」です。 
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5． [売上複次集計表]で、金額が発生しない部門に消費税調整額のみが 

出力される現象がありましたので、この点を改善しました 

メインメニューの[F5:管理業務]－[売上複次集計表]で、売上金額や傭車金額などの金額が発生しない部門に消費税の 

請求一括調整額、または支払一括調整額のみが出力される現象がありましたので、この点を改善しました。 

 

      ＜変更内容＞ 

      一番星を起動した際のログオンユーザーの部門で、消費税調整明細を作成していましたが、その部門に売上金額や 

傭車金額などの金額が発生しない場合は、金額が発生している部門で消費税調整明細を作成します。 

 

 

6．[回収支払予定集計表]で、同月に複数の入金予定日がある場合、入金実績が 

初回の予定日に集約される現象がありましたので、この点を改善しました 

メインメニューの[F2:締日業務]－[回収支払予定集計表]で、同月に複数の入金予定日がある場合、入金実績が初回

の予定日に集約される現象がありましたので、この点を改善しました。 

 

     例）＜得意先マスタ＞  入金予定日を翌々月 20 日から翌月 31 日に変更。 

        ①〔適用年月日〕 2025/08/01   〔入金予定日〕 翌々月 20 日 

           ②〔適用年月日〕 2025/09/01   〔入金予定日〕 翌月   31 日 
 
 

        ＜入金入力＞  下記のように入金明細を入力。 

        ①入金日 2025/10/17  請求締日 2025/08/31  入金額 42900 円 

        ②入金日 2025/10/31  請求締日 2025/09/30  入金額 85800 円 
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7． [社員(給与)マスタ]の「F5:扶養親族」で、「特定親族特別控除」に対応しました 

令和 7 年度の税制改正により「特定親族特別控除」が新設され、年末調整を行う年度の 12 月 31 日時点において、 
19 歳以上 23 歳未満で、アルバイトなどによって得た給与収入が 「合計所得金額 58 万円超 123 万円以下 
(年収 123 万円超 188 万円以下) 」に該当する親族(特定親族)を有する納税者は、最大 63 万円の控除を受ける 
ことができます。 
 
この制度に伴い、給与メニューの[F5:給与設定]－[社員(給与)マスタ]の「F5:扶養親族」に、下記の機能を 
追加しました。 
 

＜変更内容＞ 
・[扶養親族]画面上の控除対象者一覧の「扶養親族等の数」を「源泉控除対象親族等の数」に変更しました。 
また、「特定親族控除」、「※特定親族控除外」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・[扶養親族]画面下の扶養親族欄の〔扶養〕に、「5:特定親族」を追加しました。 
 「5:特定親族」を入力しますと、[特定親族設定]画面が表示されます。 
特定親族の年収に応じて源泉控除対象親族に該当する場合があるため、合計所得金額の範囲を選択します。 

※給与収入のみで、合計所得金額 58 万円超 100 万円以下（年収 123 万円超 165 万円以下）の場合は、 
   「源泉控除対象親族等の数」に含めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・[扶養親族]画面下の扶養親族欄の〔扶養〕が「5:特定親族」で、〔居住〕に「1:非居住」を入力した場合、 

旧) 

新) 
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「非居住扶養控除要件設定」画面が表示され、下図のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※扶養親族ダンプリストにも対応します。 
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8．[給与勤怠データ入力]等で、扶養親族の区分を変更する確認メッセージを 

追加しました 

給与メニューの[F2:給与・賞与]－[給与勤怠データ入力]、[賞与データ入力]で社員コードを入力後、その社員の 

扶養親族の生年月日をもとに年齢が 19 歳以上 23 歳未満の親族(子ども)がいる場合、「特定親族の確認」メッセージを 

表示するようにしました。 

 

年齢が 19 歳以上 23 歳未満の親族(子ども)の扶養区分が「9:控除対象外」の場合、下図のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※支給日が 1月の場合 
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9．[社員(給与)マスタ]に、eLTAX（地方税ポータルシステム）との連携に伴う 

機能を追加しました 

給与メニューの[F5:給与設定]－[社員(給与)マスタ]に、eLTAX（地方税ポータルシステム）との連携に伴う機能を 

追加しました。 
 

      〔中途入社〕を廃止し、〔前職区分〕を新たに追加することで、eLTAX に必要な前職情報の入力画面がポップアップ表示 

されるように変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧） 

新） 
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10.令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について対応しました 

給与メニューの[F4:年末調整]において、令和 7 年度税制改正による「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、

「扶養親族等の所得要件」の改正、「特定親族特別控除」の創設に対応しました。 

 

     〇年末調整前更新処理 

      ・起動時に扶養親族の登録内容について 

注意を促す左図のメッセージを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    〇年調データ入力 

①「特定親族特別控除」の創設に伴い、下記の機能を追加しました。 

    ・[扶養親族]画面上の控除対象者一覧の「扶養親族等の数」を「源泉控除対象親族等の数」に変更しました。 

     また、「特定親族控除」、「※特定親族控除外」を追加しました。 

・[扶養親族]画面下の扶養親族欄の〔扶養〕に、「5:特定親族」を追加しました。 

・[扶養親族]画面下の扶養親族欄の〔扶養〕が「5:特定親族」で、〔居住〕に「1:非居住」を入力した場合、 

「非居住扶養控除要件設定」画面に入力条件のメッセージを表示します。 
 

※詳しくは、本紙 第 7 項（P.11）をご覧ください。 

 

②「基礎控除の改正」に伴い、基礎控除額の算出条件を変更しました。 

「F5:扶養親族」の〔本人 居住〕が「0:居住」の場合は、〔本人 合計所得見積額〕に入力した金額に応じて 

基礎控除額を計算します。 

また、〔本人 居住〕が「1:非居住」の場合は、〔本人 合計所得見積額〕が 2,350 万円以下であれば、 

基礎控除額は一律で 58 万円となり、2,350 万円を超える場合は一律で 0 円となります。 
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③「扶養親族等の所得要件の改正」に伴い、下記の条件の変更、機能の追加をしました。 

・〔配偶者 合計所得見積額〕に入力した金額をもとに〔配偶者控除額〕、〔配偶者特別控除額〕を算出する 

ための判定条件の一部である「48 万円」の基準を「58 万円」に変更しました。 
 

また、「F5:扶養親族」の〔配偶者 障害者〕に「1:一般障害者」または「2:特別障害者」と入力し、 

〔配偶者 合計所得見積額〕に58万円を超える金額を入力した場合、下図のエラーメッセージが表示されます。 
※上記の判定基準額は、合計所得金額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・〔所得金額調整控除要件区分〕画面の〔要件 同一生計配偶者が特別障害者〕を「1:対象」にできる条件で 

〔配偶者 合計所得見積額〕に 58 万円を超える金額を入力している場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」画面の〔見積額〕に関する金額条件について、扶養親族の 

判定基準を「48 万円以下」から「58 万円以下」に変更し、新たに創設された特定親族については 

「123 万円以下」が対象である旨を、メッセージで表示します。 

また、入力した見積額が基準を超えた場合のエラーメッセージにも反映します。 
         ※上記の判定基準額は、合計所得金額です。 
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④「特定親族特別控除」に対応するため、〔特定（扶養）控除区分〕を追加しました。 

この項目に「1:有り」と入力しますと、「特定（扶養）親族控除」画面が表示され、対象となる親族の 

〔合計所得見積額〕を入力することで、〔控除額〕または〔特別控除額〕を自動的に算出・表示します。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    〇年末調整処理 

    「給与所得控除」の見直しに伴い、令和７年分以後の「給与所得控除後の給与等の金額の計算」を変更しました。 

     ※電子計算機用の算式を利用しています。 

 

 

 

      〇年末調整一覧表 

      印字項目「特定親族特別控除」を追加しました。 
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〇源泉徴収票(OP1195M)   ※ヒサゴ OP1195M／OP1195MR で出力できます。 

  「特親 人」欄と「特定親族特別控除の額」欄が追加となり、「基礎控除の額」欄、「控除対象扶養親族等 区分」欄、 

「摘要」欄の印字内容が変更となりました。 
 

①「特親 人」  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特定親族の人数を出力します。 

  ②「特定親族特別控除の額」 ・・・・・・ 特定親族特別控除額の合計を出力します。 

③「基礎控除の額」 ・・・・・・・・・・・・・・ 昨年まで基礎控除額(48 万円)がある方は「空白」でしたが、 

基礎控除額が改正され合計所得金額によって基礎控除額が変わるため、 

「空白」での出力がなくなりました。 
 

  ④「控除対象扶養親族等 区分」 ・・・ 特定親族の場合、特定親族特別控除額と住居の有無に応じて 

                             「特定親族特別控除の額の区分」から区分番号を印字します。 
 

        ⑤「摘要」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 扶養親族が５人以上いる場合、5 人目以降を記載します。 

特定親族の場合は、名前の後ろに「 ( ) 」を付けて、上記④と同じ 

条件にて区分番号を印字します。  例）(1)国税五郎(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ ④ 

⑤ 
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      〇源泉徴収簿 

       ・印字項目「特定親族特別控除額」を追加しました。 
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11. 「給与支払報告書」および「源泉徴収票」の電子申告に対応しました 

前々年度に提出した源泉徴収票（法定調書）が 100 枚以上の事業者は、源泉徴収票を e-Tax 等による 

電子申告が義務となります。それに伴い、市区町村に申告する「給与支払報告書」も電子申告が義務となります。 

また、100 枚未満の事業者でも、任意で電子申告することができます。 
 

この制度に対応するため、給与メニューの[F4:年末調整]に、[電子申告データ出力(eLTAX 用)（令和７年度）]を 

追加しました。 

eLTAX で申告するために必要な CSV ﾌｧｲﾙ（「給与支払報告書-源泉徴収票 統一 CSV レイアウト」を出力します。 

 

eLTAX（地方税ポータルシステム）の「電子的提出一元化機能」を利用しますと、各市区町村に申告する 

「給与支払報告書」のデータと、所轄税務署に申告する「給与所得の源泉徴収票」のデータを同時に作成し、 

それぞれ申告することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新規メニュー[電子申告データ出力(eLTAX 用)（令和７年度）]の 

詳しい操作説明は、「“一番星”運送業システム Ver.8  

年末調整処理 運用手引書」 P.45 をご覧ください。 

 

 

 

 

 
 
 

 

         

 

 

令和７年度の「給与支払報告書」および「源泉徴収票」の電子申告（eLTAX）につきましては、 

「給与支払報告書-源泉徴収票 統一 CSV レイアウト」が公開され次第、その内容を反映した 

プログラムをご提供いたします。 

 
●オンライン提供をご利用のお客様： 

令和 8 年 1 月６日（火）に Web アップデートにて提供を開始します。 
 
●オフライン提供をご利用のお客様： 

DVD-ROM でのアップデートをご希望の場合は、恐れ入りますが弊社までご連絡ください。 

※お申し込みの締切日：令和 7 年 12 月 19 日（金） 
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12. 最新の郵便番号データに更新します 

[得意先マスタ]をはじめ各マスタでご利用いただいている、郵便番号データを最新版に更新します。 

最新版をご利用になる場合、メインメニューの[F10:サポート]－[住所メンテナンス]の「一括取込」で、郵便番号データを 

取り込んでください。 

但し、現在の保有住所データが削除され、最新の住所データに挿し変わりますので、すでに[住所メンテナンス]を使用して 

オリジナルの住所を登録されている場合は、そのデータも削除されます。ご注意ください。 
 

※詳しい操作方法は、「一番星 運送業システム Ver.8 運用手引書（運輸編）」 の 「第 12 部サポート処理」－「住所メンテナンス」を 

ご覧ください。 

 

各マスタに登録されている住所情報を変更する場合は、郵便番号欄で「F12:ｶﾞｲﾄﾞ」機能をご利用いただき、 

最新の住所データに変更することができます。ぜひご活用ください。 

尚、「F12:ｶﾞｲﾄﾞ」機能を利用せず、郵便番号を直接手で入力する場合は、すでに登録されている住所情報が 

優先されます。今回、更新した最新の郵便番号データの内容は反映されませんので、ご注意ください。 

 

 

 

――  以上が、今回の対応内容です  ―― 

 

 

 

 

 

今後も皆様のご要望に応えた機能向上ができるよう、社員一同努めてまいります。 

次回のリビジョンアップも、是非ご期待ください。 

本内容にて、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。 

お問合せ窓口：０５２-２０５-８８５１ 
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DVD/CD アップデート手順 

１.ＤＶＤ/ＣＤアップデート前の注意点 

➢ Windows の管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。 

➢ ネットワーク環境で『一番星 運送業システム Ver.8』を複数台で使用されている場合は、すべての他のパソコンで 

『一番星 運送業システム Ver.8』が終了していること、『一番星倶楽部』(SystemGear ポータルサイト)が表示されていないことを 

確認したうえでアップデートを行ってください。 

➢ アップデートを始める前に、現在の『一番星 運送業システム Ver.8』のリビジョンを確認してください。 

現在のリビジョンはメニュー画面上のタイトルバーの部分で確認できますので、『一番星 運送業システム Ver.8』の DVD に 

明記されているリビジョン番号と見比べてください。 

メニュー画面のリビジョンが DVD ラベルのリビジョンと 

同等かそれ以上の時はアップデートの必要はありません。 

➢ セキュリティソフトをご利用中の場合は、 

『一番星 運送業システム Ver.8』のインストール先フォルダが 

例外設定されていることをご確認ください。 

 

 

２.アップデートの開始 

（1） 『一番星 運送業システム Ver.8』を起動し、 

「ヘルプ(H)」メニューの「最新のプログラムにアップデート 

(A)」をクリックします。 

 

 

 

（2） [ログオン]画面が表示されます。 

[ログオン情報]に何も表示されていないことを確認してください。 

確認後、画面下の青色ボタン「DVD/CD アップデート」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（3） インストールされているシステムの一覧が 

表示されますので、DVD に該当するシステム名を 

クリックします。 

 

 

 

（4） 「CD-ROM ドライブにインストールＣＤを挿入してください。」と 

メッセージを表示しますので、パソコンの DVD－ＲＯＭドライブに 

最新の『一番星 運送業システム Ver.8』の DVD を挿入後、 

「ＯＫ」をクリックします。 

 

運送業システム（Version８ Rev.09A） 

運送業システム(Version８ Rev.09A) 
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（5） 正しい『一番星 運送業システム Ver.8』の DVD を認識した場合は、 

自動的にプログラムのアップデートを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） プログラムのインストールの完了画面が表示されましたら、 

【OK】をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 以上で、アップデートは終了です ―― 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 『一番星 運送業システム Ver.8』を起動して、メニュー画面のタイトルバーに表示されるリビジョンが、 

『一番星 運送業システム Ver.8』の DVD のリビジョンと同じになっていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

※アップデート開始後、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される

場合がございます。制御画面が表示された場合は、「 はい 」を 

クリックしてください。制御画面のまま放置した場合、アップデートが

キャンセルされますのでご注意ください。 
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Ｗeb アップデート手順 

１.Webアップデート前の注意点 

➢ Web アップデートにはインターネットへの接続環境が必要です。有線のネットワーク環境か、安定した無線 LAN の環境で実行してください。 

※光回線などの高速ブロードバンドサービスを推奨します。 

例）光回線 下り 38Mbps でのアップデート時間:約 3 分  (※ご利用状況によりアップデートに時間がかかる場合がございます。) 

➢ Ｗindows の管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。 

➢ クラウド環境で『一番星 運送業システム Ver.8』を使用されている場合は、１台目のアップデートを実行する前に、すべての他のパソコンで 

『一番星 運送業システム Ver.8』が終了していること、アップデートを行うパソコンの『一番星倶楽部』(SystemGear ポータルサイト)が 

表示されていないことを確認したうえでアップデートを行ってください。 

２台目以降は、他のパソコンが起動していてもアップデートを行うことができます。アップデートを行うパソコンの『一番星倶楽部』 

(SystemGear ポータルサイト)が表示されていないことを確認したうえでアップデートを行ってください。 

➢ ネットワーク環境で『一番星 運送業システム Ver.8』を複数台で使用されている場合は、すべての他のパソコンで 

『一番星 運送業システム Ver.8』が終了していること、『一番星倶楽部』(SystemGear ポータルサイト)が表示されていないことを 

確認したうえでアップデートを行ってください。 

➢ セキュリティソフトをご利用中の場合は、『一番星 運送業システム Ver.8』のインストール先フォルダが例外設定されていることをご確認ください。 

 

２.アップデートの開始 

（1） 『一番星 運送業システム Ver.8』を起動し、メニュー画面右上の「最新リビジョンのプログラムリリースのお知らせ」を 

 クリックします。 

 

 

 

 

 

 

（2） 右図のメッセージが表示されますので内容をご確認のうえ、 

「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 
 

（3） [ログオン]画面が表示されます。 

[ログオン情報]に何も表示されていないことを確認してください。 

 

確認後、画面下の青色ボタン「Web アップデート」をクリックします。 

 

 

※『一番星 運送業システム Ver.8』を起動し、「ヘルプ(H)」メニューの 

「最新のプログラムにアップデート(A)」をクリックすることでも 

ログオン画面は表示されます。 
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（4） [アップデート情報]画面を表示します。 

アップデートが必要な製品には〔対象〕欄に 

チェック☑がつきます。 

よろしければ、「実行」をクリックします。 

 

 

 

 

（5） 自動的にプログラムのアップデートを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） プログラムのインストールの完了画面が 

    表示されましたら、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 以上で、アップデートは終了です ―― 

※ 『一番星 運送業システム Ver.8』を起動して、メニュー画面のタイトルバーに表示されるリビジョンが、 

『運送業システム(Version 8 Rev.10)』になっていることを確認してください。 

 

 

※アップデート開始後、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される

場合がございます。制御画面が表示された場合は、「 はい 」を 

クリックしてください。制御画面のまま放置した場合、アップデートが 

キャンセルされますのでご注意ください。 
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